
 

   

三重グッドデザイン（工芸品等）選定要綱 

（目的） 

第１条 三重県の伝統産業・地場産業や地域資源を活用した商品から、伝統的な

技術または技法を用いて製造された機能性、デザイン性に優れた商品を選定す

ることにより、伝統産業・地場産業や地域資源を活用した産業の振興を図ると

ともに、商品の普及と需要拡大を促進することによって伝統を守りつつ革新的な

商品開発の機運を高め、地域経済の活性化とデザインの振興に資することを目的

とする。 

 
（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

ただし、薬事法（昭和３５年法律第１４５号）に定める医薬品、医薬部外品及び

化粧品、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）に定める食品及び添加物を除く。 

 （１）三重グッドデザイン（工芸品等）とは、伝統的な技術または技法を用い

て製造された工芸品や地域に根ざした地場産業の商品を、デザイン性、機能

性など現在のライフスタイルに合った魅力的な商品とするためにこだわりを

持ち製作・製造した革新的な商品を選定し、三重県が情報発信する取組をいう。 

（２）伝統産業の商品とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律（昭和49年

法律第57号）第２条の規定により経済産業大臣の指定を受けた伝統的工芸

品産業の商品、及び三重県知事（以下「知事」という。）の指定を受けた伝

統工芸品産業の商品をいう。 
（３）地場産業の商品とは、鋳物業、木製品製造業、水産加工業、貴金属加工業、

繊維製品製造業、ゴム製品履物製造業など三重県内の歴史、風土、経営資源等

により地域に根ざした産業の商品をいう。 

（４）地域資源を活用した商品とは、上記に定める商品以外で三重県内（以下

「県内」という。）において生産される、中小企業による地域産業資源を活用

した事業活動の促進に関する法律第４条の規定に基づき知事が指定する地

域産業資源（鉱工業品の生産に係る技術を除く）の商品をいう。 

 
２ この要綱において、「中小企業者等」とは、県内に主たる事務所又は事業所を

有する下記のものをいう。 

(1) 中小企業者（中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条１項
に規定するものをいう。ただし、次の業種に係る資本の額または出資の総額

並びに常時使用する従業員の数に関しては、それぞれ次の表の数値以下の会

社及び個人とする。） 

 

 



 

   

業  種 
資本の額また

は出資の総額 

従 業 員 の

数 

ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイ

ヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベル

ト製造業を除く。） 

三億円 九百人 

ソフトウェア業又は情報処理サービス業 三億円 三百人 

旅館業 五千万円 二百人 

 (2) 中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条

に規定する企業組合及び協業組合 

 (3) 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特

別の法により設立された組合及びその連合会 
 (4) 特例民法法人・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律

第４８号）第２２条の規定により設立された社団法人であって、当該法人の直接

または間接の構成員の３分の２以上が第１項の規定する中小企業者である団体 

 
（選定基準） 

第３条 知事は、伝統産業・地場産業や地域資源を活用した商品を三重グッドデ

ザイン（工芸品等）として選定するにあたり、その選定基準をあらかじめ定めなけ

ればならない。 

２ 知事は、選定基準を定めるときは、有識者の意見を聴くことができるものとする。 

 
（選定対象及び選定申請資格） 

第４条 三重グッドデザイン（工芸品等）の選定対象及び選定申請を行うことができ

る資格のある者は、次のとおりとする。 

（１）選定の対象 

伝統産業・地場産業や地域資源を活用し、平成２４年度以降に企画、着手、

製造された商品、製造している商品のうち、伝統的な技術または技法を用い

て製造された工芸品や地域に根ざした地場産業の商品を、デザイン性、機能性

など現在のライフスタイルに合った魅力的な商品とするためにこだわりを持ち

製作・製造された革新的な商品 

（２）選定の申請を行うことができる資格のある者 

選定の対象となる商品の生産、製造または販売（内容又は表示等の責任を負

う者として販売を行う場合に限る。）を行う県内に主たる事務所又は事業所を

有する中小企業者等であって、三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等

排除措置要綱第２条第４号（暴力団）、第５号（暴力団関係者）、第６号（暴力

団関係法人等）に基づく定義に該当すると認められない者、かつ、県が賦課徴

収する税と消費税及び地方消費税に滞納がない者 

 



 

   

（選定の申請） 

第５条 知事は、平成２６年度から平成３０年度の間、毎年度期限を定めて三重グッ

ドデザイン（工芸品等）選定の申請を受け付けるものとする。 

２ 三重グッドデザイン（工芸品等）の選定を受けようとする者（以下「申請者」と

いう。）は、三重グッドデザイン（工芸品等）選定申請書（以下「申請書」という。）

（様式第１号）を知事に提出するものとする。 

３ 申請書には、次の書類を添付しなければならない。 

（１）三重グッドデザイン（工芸品等）選定申請調書（様式第２号） 

（２）誓約書（様式第３号） 

（３）申請者の概要が分かる書類 

ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本（過去６ヶ月以内に発行したもの）

の写し 

法人以外の団体にあっては、代表者の住民票（過去６ヶ月以内に発行した

もの）の写し 

個人にあっては、申請者の住民票（過去６ヶ月以内に発行したもの）の写

し 

イ 申請者の事業内容等が分かる書類 

（４）三重グッドデザイン（工芸品等）の選定を受けようとする伝統産業・地場

産業や地域資源を活用した商品の概要が分かる書類 

（５）納税証明書 

ア 県内に本支店や営業所がある事業者については県の県税事務所が発行する

「納税証明書」（過去６ヶ月以内に発行したもの）の写し 

イ 全事業者について税務署が発行する「納税証明書その３消費税及び地方消

費税」（過去６ヶ月以内に発行したもの）の写し 

（６）その他知事が必要と認める書類 

 
（選定の審査） 

第６条 知事は、前条の申請があった場合は、第３条の選定基準に基づき審査を行う

ものとする。 

２ 知事は審査の参考とするため、有識者の意見を聴くことができるものとする。 

 
（選定結果の通知） 

第７条 知事は、第５条の申請が選定基準に適合すると認めたときは、三重グッドデ

ザイン（工芸品等）として選定（以下「選定品」という。）し、その旨を三重グッ

ドデザイン（工芸品等）選定通知書（様式第４号）により当該申請者に通知するも

のとする。 

２ 知事は、第５条の申請が選定基準に適合しないと認めたときは、三重グッドデザ

イン（工芸品等）として選定をしないものとし、その旨を三重グッドデザイン（工



 

   

芸品等）選定審査結果通知書（様式第５号）により、理由を付して当該申請者に通

知するものとする。 

 
（選定内容の変更） 

第８条 選定品を生産、製造または販売する中小企業者等（以下「選定事業者」とい

う。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、三重グッドデザイン（工芸品等）

選定申請書事項変更届出書（様式第６号）を、速やかに知事に提出しなければなら

ない。 

（１）氏名又は名称若しくは代表者を変更したとき 

（２）選定品の商品名を変更したとき 

（３）前各号に掲げるもののほか、申請書記載事項で認定内容の実質的な変更を伴

わない変更が生じたとき 

 

（選定品の辞退） 

第９条 選定事業者は、選定品の生産、製造または販売を廃止または中止した場合は、

三重グッドデザイン（工芸品等）選定辞退届出書（様式第７号）を、速やかに知事

に提出しなければならない。 

 
（業務状況の聴取等） 

第１０条 知事は、特に必要があると認めるときは、選定事業者に対して報告を求め、

品質検査の実施を求めることができる。 

 
（選定の取消） 

第１１条 知事は、選定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、選定を取り

消すことができる。 

（１）選定を受ける要件、資格を欠くに至ったとき 

（２）選定品が選定基準に適合しないと認められたとき 

（３）虚偽の申請により選定を受けたとき 

（４）第８条および第９条の規定による届出を正当な理由なく行わなかったとき。 

（５）その他、制度の運用に重要な支障を来す行為があったとき 

２ 第１項の規定に該当することにより選定を取り消された者は、その取り消しの日

から２年間、新たな選定を申請することができない。 

 
（選定の表示） 

第１２条 選定事業者は、選定品が三重グッドデザイン（工芸品等）として選定を受

けたものであることについて、選定年度を記載したうえで表示することができる。 

 
（選定事業者の責務） 



 

   

第１３条 選定事業者は、この要綱の定めるところを誠実に遵守するとともに、選

定品の品質及び性能の維持に努めなければならない。 

２ 選定品の品質、流通、販売等において事故等の問題が生じたときには、選定事業

者がその責任を負うものとする。なお、当該問題の内容については、三重グッドデ

ザイン（工芸品等）事故等発生通知書（様式第８号）により、早急に知事に報告し

なければならない。 

 
（事務処理） 

第１４条 この選定に関する事務は、雇用経済部地域資源活用課が行う。 

 
（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

 
附則 

この要綱は、平成２６年９月２６日から施行する。 

 

 

 

 



 

   

（様式第１号）  

 
三重グッドデザイン（工芸品等）選定申請書 

 
平成  年  月  日 

 
  三重県知事あて 

 

 

              申請者 

               住 所 

（法人、団体にあっては主たる事務所の所在地） 

               氏 名                ○印 

              （法人、団体にあっては名称及び代表者の職氏名） 

 

 
 三重グッドデザイン（工芸品等）選定要綱第５条の規定により、三重グッドデザイ

ンの選定を受けたいので申請します。 



 

   

（様式第２号） 

三重グッドデザイン（工芸品等）選定申請調書 

 
1. 申請者の概要 

平成  年  月  日現在 

フ リ ガ ナ 

法人等の名称 
 

所 在 地 
〒 

フ リ ガ ナ 

代 表 者 

 

設立年月日（注） 年    月    日 

資 本 金 等 千円 従 業 員 数 人 

Ｕ Ｒ Ｌ http:// 

経 営 理 念 

 

主な事業内容 

 

申請に関する 

担当者連絡先 

担当者名  部 署  

電 話 （内線      ） 

Ｆ Ａ Ｘ  

E m a i l ＠ 

  （注）個人にあっては、事業開始年月日 



 

   

2.  申請する商品 

申請商品名 
 

 
3. 協力者 

（企画から生産、販売までの業務でデザイナーなど協力者があれば会社名、お名前を記入。） 

所属（会社名） 名前 

 
4. 独自性 

開発背景（こだわ

り）・商品価値 

 

・開発背景 

・生産・製造方法のこだわりや原材料の選別のこだわり。 

・伝統的な技術、技法が用いられており、革新的な要素。 

などについて記入してください。 

デザイン・感性価

値 

・コンセプトとデザインの整合性。 

・優れている機能、性能。 

・現代のライフスタイルにマッチし、消費者の感性に働きかけ感動や共

感を持っていただくことができる部分。 

などがどのように優れているかについて記入してください。  

販路開拓の取組 ・販売するターゲット。 

・ターゲット客層、想定する利用シーンに適した仕様。 

・企画（販売計画）から生産、販売までのプロセスや今後の展開。 

  などについて記入してください。 

 
5.信頼性 

安全性の確保 ・安全性が十分考慮されている。 

・使いやすさや、耐久性を考慮している。 

・ＰＬ保険に加入など、問題発生時の対策がとられている。 

などについて記入してください。 

市場性 ・消費者のニーズに応えている。 

・品質や価値に見合った価格である。 

・商品として革新的である。 

・全体的に調和がとれ美しく、完成度が高い。 

などについて記入してください。 

顧客対応 ・お客様からの問い合わせなど、対応ができている。 

などについて記入してください。 



 

   

（様式第３号） 

誓 約 書 

 
平成  年  月  日 

 
三重県知事 あて 

 

 
三重グッドデザイン（工芸品等）選定申請を行うにあたり、下記に掲載した事項は

真実に相違ありません。 

また、申請資格を有しないと判断された場合及び申請者としてふさわしくない行為

があった場合に、三重グッドデザインの選定対象から除外されても、何ら異議を申し

立てません。 

 

              （申請者） 

                住 所 

（法人、団体にあっては主たる事務所の所在地） 

                氏 名               ○印 

               （法人、団体にあっては名称及び代表者の職氏名） 

 

 
記 

 

 三重グッドデザイン（工芸品等）選定要綱第４条に規定する要件を満たしていま

すので、申請資格を有しています。 

 三重グッドデザイン選定申請書等の提出書類に記載の事項は事実に相違ないこと

を確約します。 

 三重グッドデザイン選定商品の品質、流通、販売等において事故等の問題が生じ

たときには、当該事故等の解決に向けて責任を持ち誠実に対処します。 

 

 

 



 

   

（様式第４号） 

雇経第     号 

 平成 年 月 日 

 
  申請者あて 

 

                     三重県知事        ○印 
 

 
三重グッドデザイン（工芸品等）選定通知書  

 
 平成  年  月  日付けで申請のあった三重グッドデザイン（工芸品等）

選定について審査した結果、下記のとおり選定することとしましたので通知し

ます。 

  

 
記 

 
１ 選定年度 

 

 
２ 商品名（選定品名）  

 

 
３ 事業者等 住 所 

       （法人、団体にあっては主たる事務所の所在地） 

      氏 名                

       （法人、団体にあっては名称及び代表者の職氏名） 

 
４ 理由又は意見 

 



 

   

（様式第５号） 

雇経第     号 

 平成 年 月 日 

 
  申請者あて 

 

 

                     三重県知事        ○印 
 

 
三重グッドデザイン（工芸品等）選定審査結果通知書  

 
 平成  年  月  日付けで申請のあった三重グッドデザイン（工芸品

等）選定について審査した結果、下記の理由により選定することはできません

でしたので通知します。 

 
記 

 
１ 商品名 

 
２ 事業者等 住 所 

       （法人、団体にあっては主たる事務所の所在地） 

      氏 名                

       （法人、団体にあっては名称及び代表者の職氏名） 

 
３ 理由又は意見 

 

 



 

   

（様式第６号） 

三重グッドデザイン（工芸品等）選定申請事項変更届出書  

 
平成  年  月  日 

 

 
 三重県知事 あて 

 
              住 所 

（法人、団体にあっては主たる事務所の所在地） 

              氏 名               ○印 

 （法人、団体にあっては名称及び代表者の職氏名） 

 
 三重グッドデザイン（工芸品等）選定要綱第８条の規定に基づき、下記のと

おり届け出ます。 

記 

 

変更事項 

新 旧 

  

 

 

 

 



 

   

（様式第７号） 

三重グッドデザイン（工芸品等）選定辞退届出書 

 
平成  年  月  日 

 
  三重県知事 あて 

 
              住 所 

（法人、団体にあっては主たる事務所の所在地） 

              氏 名               ○印 

（法人、団体にあっては名称及び代表者の職氏名） 

 
 三重グッドデザイン（工芸品等）選定要綱第９条の規定に基づき、下記のと

おり選定を辞退したいので届け出します。 

 
記 

 
１ 選定品名 

 

 

 
２ 選定通知番号および年月日（雇経第○○―○○号 平成○年○月○日） 

 

 

 
３ 辞退の内容 
  ＊概要を簡単に記載して下さい。 



 

   

（様式第８号） 

三重グッドデザイン（工芸品等）事故等発生通知書  

 
平成  年  月  日 

 
 三重県知事 あて 

 
              住 所 

（法人、団体にあっては主たる事務所の所在地） 

              氏 名               ○印 

（法人、団体にあっては名称及び代表者の職氏名） 

 
 三重グッドデザイン（工芸品等）選定要綱第１３条の規定に基づき、下記の

とおり報告します。 

 
記 

 

選 定 品 名  

事故等の内容  

対 応 方 針 

又は 

処 理 結 果 
 

 ＊ 事故等の対応が未処理又は処理中である場合は、処理でき次第、結果を報告すること 

 ＊ 処理結果には、再発防止策等の対策を明記すること。 


